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適応策の方向性

◆ 既に実施している適応につながる施策については，引き続き実施していくとと

もに，必要に応じて検討・見直しを行います。

◆ 既に気候変動の影響が現れているものについては，重大性の観点から順次必要

な施策を検討し，実施していくこととします。

◆ 将来予測影響については，緊急性の観点から，今後順次必要な施策を検討してい

くこととします。

◆ 緊急性が低く，重大性が特に大きいとは言えない，又は現段階では評価できな

い項目については，再度，気候変動の影響を評価し，必要に応じて適応策を検討

することとします。


